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２-1 圏域の地域特性 

（１）自 然 特 性 

  熊本連携中枢都市圏は、熊本県の中央部に位置しており、圏域の面積は２，８３８ｋ㎡

と熊本県全体の３８．３％、人口は２０１７年（平成２９年）で１１６．６万人であり、県

人口の６６．０％を占めています。 

  東部の阿蘇地域は世界最大級のカルデラや広大な草原を有し、阿蘇くじゅう国立公園に

指定されているほか、西部地域は海苔や豊富な魚介類がとれる豊穣の有明海や白川の三角

州で形成された低平野から形成されています。圏域全体に肥沃な農地が広がり、圏域のみ

ならず大消費地をはじめ全国各地へ食料を供給しています。 

また、圏域は、豊かな自然や清らかな地下水に恵まれ、地下水は生活用水や産業用水を

賄っており、今後も質・量ともに保全が重要となっています。都市機能についても、連携

中枢都市である熊本市を中心に国の行政機関、高度医療施設、高等教育機関が立地するな

ど充実しており、熊本城に代表される文化・観光資源等も豊富です。 

しかしながら、２０１６年（平成２８年）４月に発生した熊本地震では圏域全体が甚大

な被害を受けました。現在、一日も早い復興に向け圏域一丸となって取り組んでいるとこ

ろですが、今後は、地震からの復興とともに、近年の豪雨災害の頻発等も踏まえた災害対

策を十分に講じることが必要となっています。 

 

① 地目別面積 

熊本連携中枢都市圏の市町村別の土地面積を見ると、山都町が全体の１９．２％、次に

熊本市の１３．８％、阿蘇市の１３．３％となっています。圏域内の地目別面積は、山林

が３３．２％と最も大きく、次いで田が２２．３％、畑が１９.５％、住宅が１２．３％

を占めています。 

  図表２-２ 圏域の地目別面積割合 

（２０１６年度） 

（出典）熊本県統計年鑑より作成 

図表２-１ 市町村別土地面積割合 

（２０１６年度） 

単位:ha 

 

（出典）熊本県統計年鑑より作成 

単位：㎡ 

（「固定資産の価格等の概要調書」の「評価総地積」による） 
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また、自治体ごとの地目別面積を見ると、美里町は山林が町域の７５．１％、嘉島町で

は田が町域の６４．５％を占めるなど、それぞれの面積割合は大きな特徴を有していま

す。圏域全体で見ると、田、畑、山林で全体の７５．０％を占めていることから、圏域と

して農業関係の対策や森林バイオマス資源等の利活用、また間伐等の森林管理による温

室効果ガスの吸収源対策が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（出典）熊本県統計年鑑より作成     

（「固定資産の価格等の概要調書」の「評価総地積」による） 

②気温・降水量 

圏域の平均気温は、夏季には３０℃程度、冬季に０℃を下回らないなど比較的温暖な

気候です。また、月別降水量は、一年を通じて阿蘇地域が他地域より多く、全体としては

６月から７月の梅雨の時期に降水量が最も多くなっています。夏季に突出した降水量が

あるものの、冬季は比較的降水量が少ない地域です。 

 

 

 

（出典）熊本県統計年鑑より作成 

り作成 

 

図表２－４ 圏域内の月別平均気温（２０１７年度） 

 

図表２-３ 市町村別地目別面積割合（２０１６年度） 
単位：㎡ 
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   図表２－５ 圏域内の月別平均降水量（２０１７年度） 

  

 

③日射量 

圏域内の月別日射量では熊本が年間最適傾斜角（２８．１度）において最も日射量が

優れ、年間平均で４．１１ｋＷｈ／㎡・日、次いで菊池が４．０１ｋＷｈ／㎡・日です。

また、年間日照時間では、三角が最も長く２，１３１時間、次いで熊本で２，０６９時

間、菊池で２，０５２時間であり、これらの地域は太陽エネルギーが比較的豊富な地域

であることを示しています。 

 

図表２-６ 圏域内の月別日射量（２０１７年度） 

（出典）熊本県統計年鑑より作成 

り作成 

 

（出典）熊本県統計年鑑より作成 

り作成 
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図表２-７ 圏域内の年間日照時間（２０１７年度） 
 

 

（出典）日射量データベース－ＮＥＤＯより作成 

 

（２）社会経済特性 

①圏域内人口 

圏域の総人口（２０１７年１，１６５，８６５人）は熊本県の６６．０％で、世帯数

は熊本県の６７．２％を占めています。 

近年は、概ね横ばい傾向が続いていますが、将来推計人口は、２０２５年（令和７

年）には１，１５５，４３１人と２０１７年比で０．９％減、２０３０年は１，１３

９，００２人で２．３％減となることが見込まれています。 

自治体別に２０１０年（平成２２年）と２０３０年（令和１２年）を比較すると、菊

陽町が２６．０％増、大津町１９．８％増、合志市１７．８％増、嘉島町１．７％増で

ある一方で、その他の自治体は減少傾向となることが見込まれています。 

世帯当たり人員数（２０１７年）は２．４３人／世帯であり、熊本県全体の２．４７

人／世帯よりやや少ないものの、国全体の２．２３人／世帯よりも多くなっています。 

圏域全体の人口は、横ばい傾向から今後は減少が見込まれますが、１世帯あたりの

人員が多いことから、家庭における省エネ行動の促進などにより温室効果ガスの削減

を図っていくことが必要です。また、今後人口増加が見込まれる自治体においては、

人口増による温室効果ガス排出量の増加を抑制していくことが必要です。 
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図表２-８ 圏域内人口及び世帯数の推移 

 

（出典）熊本県統計年鑑、人口問題研究所・平成 30年 3月 30日の公表資料を基に作成 

 

 

図表２-９ 市町村別２０３０年までの人口増減率 

 

（出典）熊本県統計年鑑、人口問題研究所・平成 30年 3月 30日の公表資料を基に作成 
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圏域全体の人口の将来推移を全国、熊本県と比較すると、圏域全体では減少率が小

さくなっています。これは、熊本市を中心とする都市機能や生活関連・産業機能が他

地域よりも集積し、圏域への人口流入が多いためと考えられます。 

今後、圏域では交通システムなど更なる都市機能の充実が必要となると考えられま

すが、これらの整備にあたっては脱炭素につながる取組の積極的な推進が求められま

す。 

 

 

 

（出典）熊本県統計年鑑、人口問題研究所・平成 30（2018）年 3月 30日の公表資料を基に作成 

 

②住宅 

圏域全体の住宅総数は２０１５年度（平成２７年度）で４７０，３１２棟であり、そ

のうち６６．９％（３１４，７４０棟）は熊本市内に存在しています。次いで、宇城市

が４．５％（２１，３１４棟）、合志市が４．４％（２０，４９４棟）、菊池市が３．６％

（１６，８７７棟）となっています。 

また、各自治体の持ち家率を見ると、特に高いのは美里町の８９．１％（３，１９０

棟）、玉東町の８６．７％（１,５７９棟）、甲佐町の８５．７％（３，１６２棟）、西原

村の８４．５％（１，９７５棟戸）です。一方で、熊本市の持ち家率は５１．２％（１

６１，０９１棟）、菊陽町は５２．６％（８,３７８棟）、大津町は５８．７％（７,４４

３棟）であり、民営住宅の比率も高くなっています。 

また、菊陽町や大津町、合志市などでは今後人口が増加することが予測されており、

住宅需要の増加が考えられます。 

今後、熊本市をはじめとして、圏域内の各市町村の住宅所有状況に応じて、持ち家や

民営住宅を対象に、住宅の省エネルギー化や再生可能エネルギーの利活用を更に推進し

ていくことが必要です。 

図表２-１０ 圏域内における人口増減率（２０１０年を１００とする） 
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図表２-１１ 圏域内住宅数（２０１５年度） 

（出典）国勢調査を基に作成 

 

   図表２-１２ 圏域内住宅所有状況（２０１５年度） 

（出典）国勢調査を基に作成 
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③産業 

圏域全体の事業所数は、２０１６年で４４，０６０事業所であり、２００９年と比較し

て１３．２％の減少となっています。また、各市町村別では、熊本市が全体の６４．２％

を占め、次いで宇城市の５．３％、菊池市の４．５％の順となっています。 

また、同年の産業別事業所数の割合をみると、第１次産業は４２４事業所（全体の１．

０％）、第２次産業は６，６４７事業所（全体の１５．１％）、第３次産業は３６，９８９

事業所（全体の８４．０％）であり、圏域全体として第３次産業が中心となっています。 

 

 

 

  

図表２-１３ 圏域内市町村別事業所数の推移 

（出典）熊本県統計年鑑により作成 

図表２-１４ 圏域全体の産業別事業所数の推移 

（出典）熊本県統計年鑑により作成 
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市町村ごとの産業別事業所数を見ると、第１次産業の割合は菊池市、阿蘇市、西原

村、南阿蘇村、甲佐町、大津町、高森町、山都町で比較的高くなっています。 

また、第２次産業は菊池市、合志市、美里町、西原村、益城町、甲佐町、玉東町、高

森町、御船町が高く、そのうち合志市、美里町、益城町、甲佐町、御船町では建設業、

西原村では製造業の占める割合が高くなっています。 

第３次産業については、熊本市、阿蘇市、菊陽町、嘉島町で比較的割合が高くなって

います。その中でも特に卸売・小売業の割合が多く、圏域全体で２７．５％を占め、嘉

島町が４１．８％、菊陽町が３５．６％となっています。また、阿蘇市や南阿蘇村、高

森町では宿泊業、飲食サービス業の占める割合が高く、合志市、玉東町では医療、福祉

の占める割合が高くなっています。 

圏域の各市町村の産業割合に応じて、特に、第２次産業のうちエネルギー消費の大き

い製造業関連事業所、また、第３次産業のうち卸売・小売業、宿泊業、飲食サービス業、

医療・福祉関連事業所において、省エネ活動や高効率な設備、創エネルギー設備の導入

を推進することが有効と考えられます。 

 

図表２-１５ 市町村別産業別事業所数割合 

            （出典）熊本県統計年鑑より作成 
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④農業 

圏域の農業について、圏域の耕地面積（２０１９年（令和元年））は熊本県の５３．５％

にあたる５９，２４３haで、その内訳は田５７％、畑（樹園地を含む）４３％です。自

治体別にみると、熊本市に耕地面積の１９．２％が存在し、次いで阿蘇市に１５．６％、

菊池市に１０．０％となっています。 

また、圏域の農業産出額（２０１８年（平成３０年産））は全国第６位の産出額を誇る

熊本県の５３．６％にあたる約１，８２４億円に上り、その構成は、米・麦類・豆類が１

０．９％、野菜が３４．５％、果実が９．０％、畜産が３７．６％などとなっています。 

多様な農業が展開される中、特に野菜・果実などの園芸農業や畜産が盛んであること

が圏域の大きな特徴であり、各地域の実情を踏まえながら、これらの生産活動に伴い発

生する温室効果ガス（N₂O、CH₄）の削減や家畜排せつ物の利活用を進めていくことが重

要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

（出典）農林水産省、令和元年作物統計調査       （出典）農林水産省、平成 30年市町村別農業算出額 

 

⑤林業 

圏域内の森林面積※は減少傾向にありますが、２０１７年は１７５，０４５㏊であり、

熊本県の森林面積４６０．１３４㏊の３８．０％を占めています。郡市別に見ると、阿蘇

市で１２．１％、阿蘇郡（高森町、西原村、南阿蘇村、南小国町、小国町、産山村）で２

８．２％、上益城郡（御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町）で２８．０％となって

おり、これらの自治体で圏域全体の６８．３％を占めています。 

これらの地域では、森林バイオマス資源をはじめとした地域資源の利用可能性が高く、

また温室効果ガスの吸収源対策となる森林管理が重要となりなす。 

  

図表２-１７ 圏域の農業産出額の構成 

（２０１８年） 

 

図表２-１６ 市町村別耕地面積 

（２０１９年） 

 
単位：ha 

※ 出典元の「熊本県統計年鑑」では、「市・郡」単位による統計データとなっているため、圏域以外の町村

が含まれている。（下益城郡（美里町）、玉名郡（玉東町、南関町、長洲町、和水町）、菊池郡（大津町、

菊陽町）、阿蘇郡（高森町、西原村、南阿蘇村、南小国町、小国町、産山村）、上益城郡（御船町、嘉島

町、益城町、甲佐町、山都町）） 
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図表２-１８ 市町村別森林面積の推移 

 

（出典）熊本県統計年鑑により作成 

⑥ごみ排出量 

圏域の１人当たりのごみ排出量（生活系ごみ・事業系ごみ）は、全国平均よりは低いも

のの、熊本県全体より高くなっています。市町村別に見ると、嘉島町の排出量が４１８．

６ｋｇと最も多く、最も少ないのが美里町の１４７．５ｋｇであり、市町村によってご

み排出量に違いがあります。 

そのため、各市町村において、一般家庭や事業所の生産活動におけるごみの排出抑制

など、各主体によるごみの排出量削減を推進するとともに、資源としてのリサイクル及

び焼却熱の再生可能エネルギーとしての活用など両面からの有効な利活用が求められま

す。 

 

図表２-１９ 市町村別１人当たりごみ排出量（２０１５年度） 

 

 

 

  

（出典）熊本県統計年鑑により作成 
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⑦交通 

圏域全体の自動車保有台数（２０１７年）は、４８０，８６０台であり、県内の保有台

数の６９．７％を占めています。全体に増加傾向にある中、特に熊本市、合志市、菊陽町

で増加の傾向が高くなっています。車種別では、小型四輪乗用車の割合が最も高く４４．

２％、次いで普通乗用車が３７．３％を占めており、普通乗用車は増加傾向にあります。 

公共交通機関では、バス利用の減少が続いており、鉄道は路線によって増減はあるも

のの総じて横ばいが続いています。 

自動車については、今後、電気自動車（ＥＶ）、プラグインハイブリット車（ＰＨＶ）

など次世代エコカーの普及拡大など脱炭素モビリティへのシフトや、それに伴う電気充

電設備等のインフラ整備などが求められます。また、公共交通においては、利用者数の

増加に向け、ＪＲやバス、市電等の相互の連結機能の向上や地域の実情にあった利便性

の高い公共交通システムの構築が求められています。 
 

図表２-２０ 市町村別自動車保有台数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図表２-２１ 圏域車種別自動車保有台数の推移 

 

 

 

  

（出典）熊本県統計年鑑により作成 

（出典）熊本県統計年鑑により作成 
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２-２ 圏域における温室効果ガスの排出状況 
 

圏域内における温室効果ガス排出量については、「地方公共団体実行計画（区域施策編）策

定・実施マニュアル（２０１７年３月環境省）」に準じて算定しました。 

算定は、国、県等の公開データ及び各市町村の保有データに基づき、次の２種類の手法に

より行いますが、各市町村の地域特性を反映するため、可能な限り「積上法」を使用してい

ます。なお、算定に必要データは公表までに３年以上を要するため、２０１６年度の結果を

最新年度としています。 

手法 特徴 

積上法 
・実エネルギー消費量や CO₂排出量の積み上げにより集計する方法 

・地域特性が反映されやすく、詳細な要因分析ができる 

按分法 
・国や県、各市町村のデータを用いて案分推計する方法 

・簡易的に算定ができる 

 

 また、温室効果ガス排出量は、「エネルギー起源 CO₂の部門」と「エネルギー起源 CO₂以外

の分野」に区分して算定しています。 

 

① エネルギー起源 CO₂の部門 

エネルギー（燃料、電気、熱）の消費に由来する CO₂排出量で、「産業」、「業務その他」、

「家庭」、「運輸」、「エネルギー転換」の５つの部門に区分して算定しています。 

部門 説明 

産業部門 
・製造業、農林水産業、鉱業、建設業におけるエネルギー消費に伴う排出（概

ね、第一次産業、第二次産業に対応） 

業務その他 

部門 

・事務所・ビル、商業・サービス施設のほか、他のいずれの部門にも帰属しな

いエネルギー消費に伴う排出（概ね、第三次産業に対応） 

家庭部門 
・家庭におけるエネルギー消費に伴う排出（自家用自動車からの排出は、運

輸部門（自動車）） 

運輸部門 ・自動車、船舶、鉄道におけるエネルギー消費に伴う排出 

エネルギー 

転換部門 

・発電所や熱供給事業所、石油製品製造業等における自家消費分及び送配電

ロス等に伴う排出 

 

② エネルギー起源 CO₂以外の分野 

  エネルギー（燃料、電気、熱）消費由来の CO₂排出量以外（非エネルギー起源 CO₂、CH₄、

N₂O、代替フロン等４ガス）で、「燃料の燃焼」、「農業」、「廃棄物」、「代替フロン等４ガス」

の４つの分野に区分して算定します。 
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分野 説明 

燃料の燃焼

分野 
自動車走行 

・自動車走行に伴う排出【CH₄、N₂O】 

農業分野 

耕作 
・水田からの排出及び耕地における肥料の使用による排出 

【CH₄、N₂O】 

畜産 ・家畜の飼育や排泄物の管理に伴う排出【CH₄、N₂O】 

農業廃棄物 ・農業廃棄物の焼却処分に伴い発生する排出【CH₄、N₂O】 

廃棄物分野 

焼却処分 
・廃棄物の焼却処分に伴い発生する排出 

【非エネルギー起源 CO₂、CH₄、N₂O】 

埋立処分 ・廃棄物の焼却処分に伴い発生する排出【CH₄、N₂O】 

排水処理 ・排水処理に伴い発生する排出【CH₄、N₂O】 

代替フロン等４ガス分野 
・金属の生産、代替フロン等の製造、半導体素子等の製造など

に伴う排出【CH₄、N₂O】 

※エネルギー起源 CO₂以外の分野の一部を抜粋 

 

【 算定の基本的な考え方 】 

① エネルギー起源 CO₂排出量の推計 

 

② エネルギー起源 CO₂以外の温室効果ガス排出量の推計 

 

（１）各市町村の温室効果ガス排出量と推移 

圏域における温室効果ガス排出量は、図表２-２２、図表２-２３に示すとおりです。基

準年度である２０１３年度（平成２５年度）は９，９７０千トン－CO₂で、熊本県内の排出

量（１５，４８２千トン－CO₂）の約６４．４％を占めています。 

排出量が最も多いのは、熊本市の５，３８３千トン－CO₂で全体の５４.０％を占め、次

いで菊池市が６７７千トン－CO₂で６．８％、菊陽町が５９７千トン－CO₂で６．０％とな

っています。一方、排出量が最も少ないのは、玉東町の４６千トン－CO₂で０．５％です。 

※ ｔ－CO₂／ｋＷｈ，ＧＪ，ｋｌなど 

※ 
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次に、圏域における２０１６年度（平成２８年度）の排出量を見ると、圏域全体で８，１

６２千トン－CO₂と基準年度比で１８．１％の大幅な削減となっており、１８市町村すべて

において１０％以上減少しています。 

 

図表２-２２ 温室効果ガス排出量の市町村別構成比（２０１３年度（平成２５年度）） 

 

 

図表２-２３ 圏域における温室効果ガス排出量の推移 

 

熊本市

5,383,157 

54.0%

菊池市

677,154 

6.8%

宇土市

485,684 

4.9%

宇城市

491,883 

4.9%

阿蘇市

281,367 

2.8%

合志市

558,225 

5.6%

美里町

82,439 

0.8%

玉東町

45,792 

0.5%

大津町

381,277 

3.8%

菊陽町

597,244 

6.0%

高森町

71,742 

0.7%

西原村

77,478 

0.8%

南阿蘇村

97,386 

1.0%

御船町

138,096 

1.4%

嘉島町

112,712 

1.1%

益城町

245,601 

2.5%

甲佐町

87,753 

0.9%
山都町

154,812 

1.6%

 基準年度 

２０１３（Ｈ２５） 

 

２０１６（Ｈ２８） 

基準年度比 増減率 

２０１６／２０１３ 

熊本市 ５，３８３，１５７ ４，３６０，８３０ －１９．０％ 

菊池市 ６７７，１５４ ５５７，１１８ －１７．７％ 

宇土市 ４８５，６８４ ３６９，１１６ －２４．０％ 

宇城市 ４９１，８８３ ４０１，７０２ －１８．３％ 

阿蘇市 ２８１，３６７ ２５２，７４３ －１０．２％ 

合志市 ５５８，２２５ ４５９，６５５ －１７．７％ 

美里町 ８２，４３９ ６８，４２８ －１７．０％ 

玉東町 ４５，７９２ ４０，９１０ －１０．７％ 

大津町 ３８１，２７７ ３２６，４９１ －１４．４％ 

菊陽町 ５９７，２４４ ５１５，３６８ －１３．７％ 

高森町 ７１，７４２ ６１，３６３ －１４．５％ 

西原村 ７７，４７８ ５９，６１０ －２３．１％ 

南阿蘇村 ９７，３８６ ８２，２１０ －１５．６％ 

御船町 １３８，０９６ １１２，２８０ －１８．７％ 

嘉島町 １１２，７１２ ７５，９４５ －３２．６％ 

益城町 ２４５，６０１ ２０９，６５５ －１４．６％ 

甲佐町 ８７，７５３ ７４，８８５ －１４．７％ 

山都町 １５４，８１２ １３３，５０７ －１３．８％ 

１８市町村計 ９，９６９，８０２ ８，１６１，８１６ －１８．１％ 

基準 
年度比 

増減量  －１，８０７，９８６  

増減率  －１８．１％  

単位：トン-CO₂ 

単位：トン-CO₂ 
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（２）一人当たりの温室効果ガス排出量の比較 

圏域における２０１６年度の一人当たりの排出量は、図表２-２４のとおり６．９４トン

－CO₂であり、基準年度比で１８．２％減少しました。 

国民一人当たりの排出量は９．２９トン－CO₂、熊本県民一人当たりの排出量が７．１７

トン－CO₂であることから、国や熊本県の値より低くなっています。 

国・熊本県の値より低い市町村は、熊本市・宇城市・美里町・南阿蘇村・御船町・益城

町・甲佐町の７自治体で、菊池市・宇土市・大津町・菊陽町の４自治体は国と熊本県の値を

超えています。 

 

図表２-２４ 国・熊本県・圏域における一人当たりの温室効果ガス排出量 

 
※ 上図表の一人当たりの温室効果ガス排出量は、各市町村の産業形態（第１次産業、第２次産業、第３次産業など）

に大きく依存しており、住民の生活活動から排出される温室効果ガスのみを示しているものではありません。 

※ 各市町村の一人当たりの温室効果ガス排出量で国の排出量より大きいものは太文字、熊本県の排出量より大きい

ものは赤塗りで表示しています。 

※ 各年度の各市町村の人口は、住民基本台帳に基づく人口です。（各年度１月時点。） 

 

  

2013年度 2016年度 増減率
(平成25年度) (平成28年度) 2016／2013

温室効果ガス
排出量

人口
一人当たりの
温室効果ガス

排出量

温室効果ガス
排出量

人口
一人当たりの
温室効果ガス

排出量

一人当たりの
温室効果ガス

排出量
(千t-CO₂) (人) (t-CO₂/人） (千t-CO₂) (人) (t-CO₂/人）

国 1,284,955 128,438,013 10.00 1,190,323 128,066,211 9.29 -7.1%

熊本県 15,482 1,825,686 8.48 12,983 1,810,343 7.17 -15.4%

圏域 9,970 1,176,257 8.48 8,162 1,176,743 6.94 -18.2%

熊本市 5,383 734,287 7.33 4,361 735,234 5.93 -19.1%

菊池市 677 50,801 13.33 557 50,048 11.13 -16.5%

宇土市 486 38,065 12.76 369 37,997 9.71 -23.9%

宇城市 492 61,967 7.94 402 60,899 6.60 -16.9%

阿蘇市 281 28,169 9.99 253 27,618 9.15 -8.4%

合志市 558 58,142 9.60 460 59,702 7.70 -19.8%

美里町 82 11,276 7.31 68 10,826 6.32 -13.5%

玉東町 46 5,554 8.24 41 5,463 7.49 -9.2%

大津町 381 33,433 11.40 326 34,086 9.58 -16.0%

菊陽町 597 39,261 15.21 515 40,513 12.72 -16.4%

高森町 72 7,031 10.20 61 6,784 9.05 -11.4%

西原村 77 7,083 10.94 60 7,063 8.44 -22.8%

南阿蘇村 97 11,924 8.17 82 11,693 7.03 -13.9%

御船町 138 17,888 7.72 112 17,719 6.34 -17.9%

嘉島町 113 9,057 12.44 76 9,227 8.23 -33.9%

益城町 246 33,903 7.24 210 34,581 6.06 -16.3%

甲佐町 88 11,435 7.67 75 11,120 6.73 -12.2%

山都町 155 16,981 9.12 134 16,170 8.26 -9.4%
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（３）部門・分野別の温室効果ガス排出量 

部門・分野別の温室効果ガス排出量は、図表２-２５、図表２-２６に示すとおりで、基

準年度である２０１３年度は、家庭部門からの排出が２，３６４千トン－CO₂と最も多く

全体の２３．７％を占め、次いで業務その他部門が２，２９４千トン－CO₂で２３．０％、

産業部門が２，１５５千トン－CO₂で２１．６％となっています。 

２０１６年度の排出量は、家庭部門で７５４千トン－CO₂の削減（基準年比３１．９％

減）、業務その他部門が５１２千トン－CO₂削減（２２．３％減）、産業部門が４４１千ト

ン－CO₂削減（２０．５％減）、運輸部門が２２千トン－CO₂削減（１．１％減）です。ま

た、廃棄物分野では基準年度から５千トン－CO₂増加（１．１％増）となっています。 

 

 

図表２-２５ 圏域における温室効果ガス排出量の部門・分野別構成比（２０１３年度） 

 

 

  

産業部門

2,155,125 

21.6%

業務その他部門

2,294,011 

23.0%家庭部門

2,364,438 

23.7%

運輸部門

1,979,089 

19.9%

      転換部門

2,681 

0.0%

      起源CO₂以外 燃料燃焼分野

104,147 

1.0%

      起源CO₂以外 農業分野

478,505 

4.8%

      起源CO₂以外 廃棄物分野

466,526 

4.7%

      起源CO₂以外 代替   等4   

120,852 

1.2%
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図表２-２６ 圏域における部門・分野別温室効果ガス排出量の推移 
         単位：トン－CO₂ 

 
基準年度 

２０１３ 

 

２０１６ 

基準年度比 

２０１６ ／ ２０１３ 

 （Ｈ２５） （Ｈ２８） 増減率 増減量 

産業部門 ２，１５５，１２５ 

 

１，７１４，１９２ 

 

－２０．５％ －４４０，９３３ 

 製造業 １，９５５，４１７ １，５４２，７３９ －２１．１％ －４１２，６７８ 

 建設業・鉱業 １５７，３７４ １３０，２４０ －１７．２％ －２７，１３４ 

 農林水産業 ４２，３３４ ４１，２１３ －２．６％ －１，１２１ 

業務その他部門 ２，２９４，０１１ １，７８１，５６８ －２２．３％ －５１２，４４３ 

家庭部門 ２，３６４，４３８ １，６１０，７８８ －３１．９％ －７５３，６５０ 

運輸部門 １，９７９，０８９ １，９５７，３３１ －１．１％ －２１，７５８ 

 自動車 １，８７０，２００ １，８６７，０８９ －０．２％ －３，１１１ 

 鉄道 ３７，６９２ ２８，３７５ －２４．７％ －９，３１７ 

 船舶 ７１，１９７ ６１，８６７ －１３．１％ －９，３３０ 

エネルギー転換部門 ２，６８１ １，７３４ －３５．３％ －９４７ 

エネルギー起源 CO₂以外 １，１７４，４５８ １，０９６，２０３ －６．７％ －７８，２５５ 

 燃料燃焼分野 １０４，１４７ ７９，４５２ －２３．７％ －２４，６９５ 

 農業分野 ４７８，５０５ ４５３，２３５ －５．３％ －２５，２７０ 

 廃棄物分野 ４６６，５２６ ４７１，８５８ １．１％ ５，３３２ 

 代替フロン等４ガス １２０，８５２ ８８，５６８ －２６．７％ －３２，２８４ 

合 計 ９，９６９，８０２ 

 

８，１６１，８１６ 

 

－１８．１％ －１，８０７，９８６ 

※エネルギー転換部門は、菊陽町のみ算定対象。 

 

（４）温室効果ガス排出量の増減要因 

産業部門、業務その他部門、家庭部門、運輸部門における温室効果ガス排出量の増減要

因は、図表２-２７に示すとおりです。 

基準年度（２０１３年度）と比較して、産業部門（製造業）、業務その他部門、家庭部門

では、「活動量」（製造品出荷額や従業者数、事業所の延床面積、世帯数など温室効果ガス

を排出する活動の規模を表すもの）は増加していますが、一方で、エネルギー効率の指標

となる「エネルギー消費原単位」が、設備機器等の高効率化や省エネ機器等の導入、事業

所・家庭の省エネ行動等により低減していること、また、エネルギー使用量当たりの CO₂

排出量等を示す「炭素集約度」（排出係数：ｔ-CO₂／ｋＷｈ,ＧＪ,ｋｌなど）において、電

力の CO₂排出係数が大きく低減していることが、温室効果ガス排出量減少の要因として考

えられます。 

また、運輸部門（自動車）では、小型４輪乗用車やハイブリット車などの低燃費車の普

及によってエネルギー効率が改善し、エネルギー消費原単位は低減しているものの、活動

量にあたる自動車保有台数が増加しているため、排出量は微減となっていると考えられま

す。 
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図表２-２７ 圏域における温室効果ガス排出量の増減要因（2013年度－2016年度） 

 

 

 ◆産業部門  ◆業務その他、家庭部門  ◆運輸部門 

   

 

（５）各市町村における部門・分野別温室効果ガス排出量 

圏域の各市町村における２０１６年度の温室効果ガス排出量の部門・分野構成は図表

２-２８のとおりで、各市町村の特徴を見ると、熊本市では業務その他部門、家庭部門、

運輸部門の割合が高くなっています。宇土市・合志市・大津町・菊陽町では産業部門の

割合が高く、宇城市・玉東町・御船町・益城町・甲佐町では運輸部門が、美里町・西原村

では運輸部門とエネルギー起源 CO₂以外の割合が高くなっています。また、南阿蘇村は業

務その他部門とエネルギー起源 CO₂以外、嘉島町は産業部門と業務その他部門、菊池市・

阿蘇市・高森町・山都町ではエネルギー起源 CO₂以外からの排出割合が高くなっていま

す。 

各市町村における排出量の割合が高い部門・分野をターゲットとした温暖化対策を行

うことで、より効果的な削減対策につなげることができると考えられます。 
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図表２-２８ 圏域における温室効果ガス排出量の部門・分野構成 

（２０１６年度（平成２８年度）） 

 

 

 

  

◆熊本市◆ ◆菊池市◆ ◆宇土市◆

◆宇城市◆ ◆阿蘇市◆ ◆合志市◆

◆美里町◆ ◆玉東町◆ ◆大津町◆

◆菊陽町◆ ◆高森町◆ ◆西原村◆

◆南阿蘇村◆ ◆御船町◆ ◆嘉島町◆

◆益城町◆ ◆甲佐町◆ ◆山都町◆

※ 自治体別温室効果ガスの「エネルギー起源CO₂以外」には、燃料燃焼分野、農業分野、廃棄物分野、代替フロン等4ガスを含む。
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【参考】電力の CO₂排出係数の低減を考慮しない温室効果ガス排出量 

先に述べたとおり、圏域における温室効果ガス排出量の減少要因の一つには、電力の 

CO₂排出係数の低減が関係しています。 

圏域における温室効果ガス排出量の算定には、九州電力の CO₂排出係数を用いています

が、この値は九州電力の原子力発電所の安定運転や再生可能エネルギーの購入などで増減

することから、自治体が直接関与できないものです。 

仮に、基準年度である２０１３年度の排出係数に固定し、電力の CO₂排出係数の低減を考

慮しない場合の温室効果ガス排出量を算定すると、図表２-２９のとおり、２０１６年度は

９，３０４千トン－CO₂（基準年度比６．７％減）であり、（１）で示した算定結果（８，１

６２千トン－CO₂、１８．１％減）に対して削減幅が大幅に減少し、特に阿蘇市、玉東町の

２自治体では、増加に転じることになります。 

このことから、圏域における温室効果ガス排出量の減少の要因は、電力の CO₂排出係数の

影響が非常に大きいことが伺えます。 
 

 

図表２-２９ 電力の排出係数の低減を考慮しない圏域における温室効果ガス排出量の推移 

                単位：トン－CO₂ 

 
基準年度 

２０１３ 

（Ｈ２５） 

最新年度 

２０１６ 

（Ｈ２８） 

基準年度比 

増減率 

２０１６／２０１３ 

熊本市 ５，３８３，１５７ ５，０３３，５６６ －６．５％ 

菊池市 ６７７，１５４ ６２５，６４３ －７．６％ 

宇土市 ４８５，６８４ ４０７，７６０ －１６．０％ 

宇城市 ４９１，８８３ ４６２，６７７ －５．９％ 

阿蘇市 ２８１，３６７ ２８３，３２９ ０．７％ 

合志市 ５５８，２２５ ５０５，０７５ －９．５％ 

美里町 ８２，４３９ ７９，４１７ －３．７％ 

玉東町 ４５，７９２ ４６，８３１ ２．３％ 

大津町 ３８１，２７７ ３７４，２７５ －１．８％ 

菊陽町 ５９７，１５２ ５５１，９１３ －７．６％ 

高森町 ７１，７４２ ６９，８７８ －２．６％ 

西原村 ７７，３９２ ７２，４１３ －６．４％ 

南阿蘇村 ９７，０９０ ９３，５７３ －３．６％ 

御船町 １３８，０９６ １３１，３６０ －４．９％ 

嘉島町 １１２，７１２ ９０，３８２ －１９．８％ 

益城町 ２４５，５５３ ２４０，５８１ －２．０％ 

甲佐町 ８７，７５３ ８７，０５３ －０．８％ 

山都町 １５４，８１２ １４８，２６１ －４．２％ 

１８市町村計 ９，９６９，２８０ ９，３０３，９８７ －６．７％ 

基準 

年度比 

増減量  －６６５，２９３  

増減率  －６．７％  
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２-３ 圏域における再生可能エネルギーの賦存量と導入可能性量 
 

温暖化対策に実効性の高い再生可能エネルギー（再エネ）の活用を図るためには、圏域内

市町村の種類別の再生可能エネルギー賦存量や導入可能性量を調べることが重要です。 
 

図表２-３０ 賦存量と導入可能性量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）再生可能エネルギーの賦存量及び導入可能性量の算定手順 

再生可能エネルギーの賦存量及び導入可能性量の算定は、図表２-３１のとおりの手順で

行いました。 
 

図表２-３１ 再エネ導入ポテンシャルの調査の手順 

 

 

（２）賦存量及び導入可能性量の算定結果 

圏域における再生可能エネルギーの賦存量及び導入可能性量の算定結果は、図表２-３２

のとおりで、圏域全体では太陽光発電や太陽熱利用、地中熱の賦存量、導入可能性量が特

①国が法で定める
再エネの定義・対象選定

• 法制度（エネルギー供給構造高度化法、新エネルギー
利用等の促進に関する特別措置法等）で定められる再
エネの選定

②可能性のある
再生可能エネルギーの抽出

• 圏域で考えられるすべての再生可能エネルギーを抽出

③賦存量・導入可能性量の
試算

• ②で抽出した各再エネについて、圏域で存在する資源
量である「賦存量」と、そのうち利用可能性が考えら
える「導入可能性量」を試算

全自然エネルギー量 

現在の技術水準で利用

困難なものも含めた 

エネルギー資源量 

賦存量 

設置可能面積、平均風速、河川

流量等から、理論的に算出でき

るエネルギー資源量 

導入可能性量 

エネルギーの採取・利用に関

する様々な制約要因（土地の

傾斜、法規制、土地利用、居住

地からの距離等）による、設置

の可否を考慮したエネルギー

資源量（種々の制約要因に関

する仮定条件」を設定した上

で推計されるもの。） 

） 

現在の技術水準で

利用困難なもの 
法令・土地用途などに

よる制約があるもの 

出典：環境省「平成３０年度再生可能エネルギーに関するゾーニング基礎情報等の整備・公開等に関する 

委託業務の報告書」をもとに作成 
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に大きくなっています。 

圏域における太陽エネルギーの賦存量は、７８３，７２９千万ＭＪ/年となっています。

そのうち導入可能性量は、太陽光発電（住宅用等）が７２９千万ＭＪ／年、太陽光発電（公

共施設等）が４６４千万ＭＪ／年、太陽熱が５４１千万ＭＪ／年です。地中熱は、賦存量

が１９，９１４千万ＭＪ/年、導入可能性量が５，１３０千万ＭＪ／年となっています。 

また、一部の地域では風力発電や中小水力発電のポテンシャルが期待でき、陸上風力発

電が賦存量４，０１３千万ＭＪ／年で導入可能性量６７４千万ＭＪ／年、中小水力発電が

賦存量５７１千万ＭＪ／年で導入可能性量５６８千万ＭＪ／年となっています。 

このほか、バイオマスエネルギー関連も賦存量が９０２千万ＭＪ／年、導入可能性量と

して２９９千万ＭＪ／年あります。 

このような、地域固有のポテンシャルを踏まえながら、可能な限り再生可能エネルギー

の利活用を図ることで、新エネルギーの創出や、エネルギーの地産地消による自給率の向

上と安定供給を実現し、災害時への対応や脱炭素化などに貢献していくことが期待されま

す。 

また、再生可能エネルギーの活用にあたっては、各市町村で長い年月をかけて保全に努

めてきた自然環境・景観等を損なわない十分な配慮が必要であるなど、再生可能エネルギ

ーのポテンシャルと合わせて、各自治体の政策方針を考慮することが重要です。 

 

図表２-３２ 再生可能エネルギー賦存量及び導入可能性量の算定結果 
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２-４ 住民・事業者の地球温暖化に関する意識調査 
 

圏域の地球温暖化に関する住民及び事業者の意識を把握するため、１８市町村の住民に対

するアンケートを実施しました。 
 

（１）住民の意識 

地球温暖化については、圏域内住民の９割以上が関心を持っていることがわかりました。

一方で、熊本県が掲げる温室効果ガス削減目標については、４割以上の住民が知らないと

回答しています。 

このことから、住民の地球温暖化への関心が高い中、環境イベントや広報などあらゆる

手段を用いて温室効果ガス削減対策の認知度を高めていくことの必要性がうかがわれます。 

 

図表２-３３ 地球温暖化の関心の有無の割合  図表２-３４ 熊本県温室効果ガス削減目標の認知割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、地球温暖化対策の推進については、「再

生可能エネルギーの活用や災害対策において圏

域での連携は有効」と考える割合が約８割あり、

圏域での推進の重要性を住民も理解しているこ

とが伺えます。 

また、住民が必要と考える地球温暖化対策は、

まず、「省エネ機器や再生可能エネルギー導入に

対して優遇措置をする」（３８．１％）、次いで「地

域で再生可能エネルギーをつくり、地域で活用

する」（３２．０％）、「省エネを心がけるといっ

たライフスタイルを見直す」（３１．４％）、「環

境教育・学習を充実させる」（３１．０％）とな

っています。 

このことから、省エネ機器や再生可能エネルギーの導入や活用などが求められているこ

と、また、ライフスタイルの見直しや、温暖化対策等に関する環境教育・学習の必要性が

うかがわれます。 

図表２-３５  

圏域での地球温暖化対策が再生可能エネル

ギーの活用や災害対策に有効と考える割合 
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図表２-３６ 地球温暖化対策として必要な取組 

 

 

地球温暖化対策を主導する主体につ

いては、「行政、事業者、住民が連携して

行う」（４５．４％）が最も多く、次いで

「国、県、市町村などの行政」（３４．

１％）、「住民」（１０．２％）であったこ

とから、総じて住民は、行政が一定の役

割を果たすことを求めつつも、自らも主

導する主体として地球温暖化対策を進

める意向があると言えます。 

 

 

（参考）住民アンケート実施概要 

実施時期：２０１９年（令和元年）７月２６日～８月２１日 

     ２０２０年（令和２年）４月１６日～５月１５日 

対象者：無作為に抽出した各市町村に住民票を持つ満２０歳以上の住民１９，０００人 

（熊本市２，０００人、その他の自治体各１，０００人） 

実施方法：郵送アンケート、ＷＥＢアンケート 

回答数：５,５８４（有効回答率２９．４％） 

31.4%

24.3%

6.5%

13.9%

31.0%

17.3%

32.0%

23.7%

16.2%

17.4%

23.3%

14.3%

38.1%

省エネを心掛けるといったライフスタイルに見直す

省エネ製品に買い替える

省エネ住宅を購入する／既存住宅を断熱改修する

環境情報を提供する

環境教育・学習を充実させる

各住宅や各事業所への再生可能エネルギーの導入を促進する

地域で再生可能エネルギーをつくり、地域で活用する

地球温暖化防止に貢献する新技術を開発する

工場やオフィスビルでエネルギーを効率的に利用する

交通体系を見直す（自家用車から公共交通への転換など）

二酸化炭素を吸収する緑を増やす

法令・条例を制定し、温室効果ガスの排出を規制する

省エネ機器や再生可能エネルギー導入に対し優遇措置をする

図表２-３７ 

地球温暖化対策を主導する主体 
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（２）事業者の意識 

事業者の意識を把握するため、１８市町村の事業者（特定事業所排出者※等）に対するア

ンケートを実施しました。 

まず、地球温暖化対策への取組状況は、温暖化対策の国民運動「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ」

に登録（もしくは登録中）している事業者が３４％、環境マネジメント認証を取得してい

る事業者が２４．９％、環境保全に関する行動計画を策定している事業者が３１．１％と

なっています。環境保全計画を策定した理由として最も多いのは「環境への配慮は社会的

要請であり、責任があると考えたから」（７３．９％）、次いで「経営コストの削減や製品・

販売原価等の縮減のため」（５８．０％）、「社会問題に取り組む業界団体、取引先の方針に

沿うため」（４２．０％）でした。 

一方、これらの取り組みを行っていない事業所が６割程度に上ることから、今後、地球

温暖化対策の重要性や事業者の社会的責任への認識を高めていくことが重要です。 

 

※：全ての事業所のエネルギー使用量合計が１,５００ kl/年以上となる等、温室効果ガスを多
量に排出する事業者のこと。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

図表２-４０ 環境保全に関する行動計画策定割合 

  

図表２-３８ 

地球温暖化対策のための国民運動 

「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ」賛同割合 

図表２-３９ 

環境マネジメントシステム 

認証取得割合 
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図表２-４１ 環境保全に関する行動計画策定を策定した理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、圏域での地球温暖化対策の推進について、事業所自らが貢献できることとして最も

多かったのが「環境保全活動への人的な支援」（６５．４％）であり、次いで「環境保全活

動への金銭的な支援」（３１．４）、「学校が実施する環境学習への協力」（３１．４％）、「環

境保全活動への物的な支援」（１８．９％）であり、総じて事業者の積極的な行動が伺われ

ます。また、再生可能エネルギー関連設備等の導入に対する行政の支援として望むものとし

て最も多かったのは「各種補助金額の充実」（７７．２％）、次いで「補助金の対象となる項

目の拡充」（６６．５％）、「税制優遇制度の導入」（５４．４％）となっており、環境産業成

長の基盤づくりが必要であることが伺われます。 

 

図表２-４３ 再生可能エネルギー関連設備等

導入に対して望まれる行政支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）事業者アンケート実施概要 

実施時期：２０１９年（令和元年）７月２０日～８月２日、 

     ２０２０年（令和２年）４月２４日～５月２２日 

対象者：圏域１８自治体の特定事業所排出者（１３８社）及びその他の事業者 

実施方法：ＷＥＢアンケート 

回答数：特定事業所排出者５５社（有効回答率３９．９％）、その他の事業者１８３社 

図表２-４２ 環境やエネルギーの面で

社会に貢献するためにできること 
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２-５ 圏域の地域特性分析のまとめ 
 

 熊本連携中枢都市圏における地域特性分析の主な現状と課題は図表２-４４のとおりです。

また、これらの結果から導かれる温室効果ガス排出抑制に向けた施策の基本的方向性を５つ

掲げます。 

図表２-４４ 地域特性分析の主な現状と課題 

自
然
特
性 

自然特性 

圏域全体に肥沃な農地が広がる。豊かな自然と清らかな地下水に恵まれ、地下水は生活

用水等を賄っており、今後も質・量とも保全が重要＜４＞。 また、熊本地震や近年の豪雨

災害等の影響を踏まえた災害対策の推進が必要＜１＞。 

地目別面積 

圏域内の地目別面積は、山林が３３．２％、田が２２．３％、畑が１９．５％と全体の７

５．０％を占めており、農業関係の対策や森林バイオマス資源等の利活用、森林管理によ

る温室効果ガスの吸収源対策の推進が必要＜４＞。 

日射量 
年間日照時間は、三角２．１３１時間、熊本２，０６９時間、菊池２，０５２時間、甲佐

１，９９０時間と長く、圏域内で太陽エネルギーが比較的豊富＜１＞。 

社
会
経
済
特
性 

圏域内人口 

人口は横ばい傾向から今後は減少が見込まれるが、１世帯あたりの人員が国と比較して

多いことから、家庭での更なる省エネ行動等の促進が必要。今後人口増加が予測される

自治体では、温室効果ガス排出量の増加を抑制していくことが必要＜２＞。 

圏域全体では全国や熊本県と比べて人口減少率が小さい。熊本市を中心に都市機能等が

集積し、他地域からの人口流入が多いためと考えられるが、今後の交通システム等の都

市機能の整備にあたっては、脱炭素化につながる取組の推進が必要＜３＞。 

住宅 
熊本市をはじめとして、各市町村の住宅所有状況に応じて、持ち家や民営住宅を対象に、

住宅の省エネルギー化や再生可能エネルギー利活用の推進が必要＜１,２＞。 

産業 

各市町村の産業割合に応じて、第２次産業のうちエネルギー消費の大きい製造業関連事

業所、第３次産業のうち卸売・小売業、宿泊業、飲食サービス業、医療・福祉関連事業所

における省エネ活動や高効率な設備、創エネルギー設備の導入の推進が有効＜１,２＞。 

農業 

圏域の耕地面積は、熊本県の５３．５％にあたる５．９万 haで、その内訳は田５７％、

畑（樹園地を含む）４３％。多様な農業が展開される中、特に野菜・果実などの園芸農業

や畜産が盛んであり、各地域の実情を踏まえながら、これらの生産活動に伴い発生する

温室効果ガス（N₂O、CH₄）の削減や家畜排せつ物の利活用を進めていくことが重要＜４＞。 

林業 

圏域内の森林面積は約１７．５万 haで熊本県内の３８．０％を占める。圏域では阿蘇市

で１２．１％、阿蘇郡で２８．２％、上益城郡で２８．０％となっており、これらの自治

体で圏域全体の６８．３％を占める。これらの地域は森林バイオマス資源等の利用可能

性が高く、また温室効果ガスの吸収源対策となる森林管理が重要＜４＞。 

ごみ排出 

圏域内のごみ排出量は、全国平均より低いものの熊本県全体より高いことから、ごみの

排出量削減を推進するとともに、資源としてのリサイクルや再生可能エネルギーとして

の利活用が必要＜３＞。 

交通 

ＥＶやＰＨＶなど次世代エコカーの普及拡大など脱炭素モビリティへのシフトや、電気

充電設備等の整備、情報発信等が必要。公共交通では、機関相互の連結機能の向上や地域

の実情にあった利便性の高い公共交通システムの構築が必要＜３＞。 
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温室効果ガス 

排出状況 

各部門別の排出量は、産業、業務、家庭部門では、設備機器等の高効率化や省エネ機器の

導入、事業所・家庭の省エネ行動、更には電力の CO₂排出係数減により大幅な削減。一方、

運輸部門（自動車）は、低燃費車の普及によりエネルギー効率は改善しているものの、活

動量の増加により排出量は微減＜２,３＞。 

賦存量・ 

ポテンシャル 

太陽光・太陽熱や地中熱の賦存量及び導入ポテンシャルが極めて大きい。また、風力発電

や中小水力発電、バイオマスエネルギーのポテンシャルも高い＜１＞。 

ポテンシャルを踏まえ、圏域全体で再生可能エネルギーを活用することで、新エネルギ

ーの創出や、エネルギーの地産地消による自給率の向上と安定供給を実現し、災害時へ

の対応や脱炭素化に貢献することが期待＜１＞。 

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果 

住民 

住民の温暖化対策への認知度について、環境イベントや広報などあらゆる手法を用いて

さらに高めていくことが必要＜５＞。 

再生可能エネルギーの活用や災害対策における圏域での連携は有効と考える割合が約８

割あり、圏域での推進の重要性を住民も理解＜１＞。 

省エネ機器や再生可能エネルギーの導入、地域での活用が求められるとともに、ライフ

スタイルの見直し、温暖化等に関する環境教育・学習の必要性も高い＜５＞。 

事業者 

「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ」登録（もしくは登録中）事業者が３割、「環境マネジメント

認証」取得事業者が約２割、「環境保全行動計画」策定事業者が約３割ある一方、これら

の取り組みを行っていない事業者が約６割あり、更なる認知度の向上が重要＜２＞。 

環境保全計画策定の理由は「環境への配慮は社会的要請であり、責任がある」（７３．

９％）、「経営コストの削減や製品・販売原価等の縮減」（５８％）、「社会問題に取り

組む業界団体、取引先の方針に沿う」（４２％）であり、事業所の社会的責任への認識を

さらに高めていくことが必要＜２＞。 

事業所自ら貢献できることとして「環境保全活動への人的な支援」（６５．４％）、「環

境保全活動への金銭的な支援」（３１．４％）、「学校が実施する環境学習への協力」（３

１．４％）となり、積極的な行動が伺われる＜２,５＞。 

再生可能エネルギー関連設備等の導入について、行政には「各種補助金額の充実」（７

７．２％）、「補助金の対象となる項目の拡充」（６６．５％）、「税制優遇制度の導入」

（５４．４％）が求められており、環境産業成長の基盤づくりが必要＜５＞。 

＜２＞ 
 

○各主体(住民･
事業者･行政)
による着実な
温暖化対策 

○各々の立場で
の省エネルギ
ー・エネルギ
ーの効率的利
用の推進 

＜３＞ 
 

○公共交通の構
築や次世代エ
コカーの普及
拡大 

○都市における
緑の整備など
都市機能の充
実と資源の循
環利用 

＜４＞ 
 

○地下水、森林、
農地などの良
好な自然環境
の保全 

○バイオマス資
源の活用と安
全・安心な農
作物等の供給 

＜１＞ 
 

○圏域の特性を
活かした再生
可能エネルギ
ーの利用促進 

○自立分散型の
エネルギーシ
ステム構築に
よる災害への
対応 

＜５＞ 
 

○環境学習等を
通した環境意
識の向上 

 
○環境産業への
投資等による
持続的成長の
基盤づくり 

＜圏域の特性分析から導かれる施策の基本的方向性＞ 


